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経 済論 叢(京 都大学)第150巻 第1号,1992年7月

土地保有利得税の会計学的考察

醍 醐 聰

1土 地保有税の 目的,対 象,課 税標準

1992年1月 か ら施行 される ことになった地価 税は,当 初 の構想か らすれば大

幅に後退 した内容であるにもかかわ らず,そ の後 め地価 の反落や景気対策 を理

由に,早 くも負担緩和 を求める声が経済界や政府 内部か ら相次 いでい る。 しか

し.三 大都市圏の1992年 の公示地価 はピーク時か ら40%も 下落 した とほい え,

1983年 比でみ ると,な お2.3倍 の水準 にある。戦後周期 的に繰 り返 されて き た

土地税制をめ ぐる場 当た り的愚行 がまた もや再現され るであろ うか。 こうした

軽薄 な土地税制い じ りが まか り通 ろうとしているときに こそ,土 地税制の意義

を,土 地利用,土 地保有の実態 を直視 しつつ,長 期的視野 に立 って見極めてお

かな くてはな らない。

今回成立 した地価税の 目的 としては,① 土地保有 のコス「トを引 き上げ ること

に よって土地 の有効利用 を促す こと,② 土地保有へ の課税 を強化す ることによ

って土地所有 の有無 多寡 に起因す る資産格差 を是正す ること,の ふたっが挙

げ られて きた。確か に,わ が国で土地の保有 コス トが極端 に低 い ことが資産 と

しての土地 の有利性 を高め,土 地への仮需 を誘発 して きた ことは否 めない。 そ

して,資 産価値 に着 目して土地が保有され るときにぽ,将 来の転売 コス トを最

少化す るため,青 空駐車場 な ど土地の低度利 用が促 され る結果 となる。

また,土 地 とい う個別資産の価格が他 の資産価 格 と比べて著 しく不均等 に高

騰す るときには,個 々の経済主体が当の土地 をどの時点 で どれ だ け 取得 した

か,で きなか ったかに よって,各 経済主体の資産保有額に決定的 な差が生 じる

ことも確かである。その意味では,地 価税 の 目的 として上記2点 が掲げ られた
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ことに異議は ないが,上 記のふたつ の目的 を達成す る手段が同 じで あ る必 然

性 はない。 この点 を無視あるいは軽視す ると大 きな混乱 を生む ことにな りかね

ない。

また,わ が国でほ,土 地税制 の見直 しのたび ごとに,税 制は土地 問題解 決の

ための主役なのか,補 完的誘導的役割に とどまるか とい うことが,恒 例の よう

に議論 されて きた。 この点 に関 してい うと,土 地の有効利用 とい う目的のため

の手段 としては税制 に補完的誘導的役割 を期待す るのが適 切であ り,資 産格差

是 正 とい う再分配政策 目的の手段 としては税制が主役 を演 じるのが当然 である

とい うのが筆者の見解 である。

とい うの も,ま ず土地の有効利 用の促進 とい う目的に関 してい うと,多 くの

経済学者 が この 目的 のための標的に して きたのは市街化 区域内の農地 と大都市

圏 内に密集す る低層住 宅であ った。 これ らの農地や住宅地への保有 税 を頭化す

ることによって高層化=高 度利 用を促そ うとい うわけである1㌔ しか し,大 都

市圏内の低層住宅 を敷地 ごとに高層化す ることが土地 の有 効利用 といえるか ど

うかは,「 有効利 用」 の定義次第である。それが住環境 を度外視 した うえでの

居住空間の量的拡 大,な いしは土地 への投資効率の向上 を指すのであれば,高

層化は確かに敷地 の有効利用 を意 味す るであろ う。

しか し,道 路,交 通機関 といった社会資本の整備 を後 回 しに した敷地 の高層

化は 日照や通風 を妨げ,防 災上の危険度 を増す とい う点 では 「都市環 境の低度

化」 を もた らす2)。 この意味では,わ が国の大都市圏におけ る社会資本整備の

現状 を前提す るか ぎ り,土 地保有税 を土地の高度利 用へ の誘導手段 として用い

よ うとす るのは無謀であろ う。む しろ,土 地保有税 による税収 を社会資本整備

に充て,そ の結果,住 環境の整備が進んだ ところが ら高層化 を認め る方が理 に

1)例 えば,岩 田規 久 男 「土地 保有税 の改革」(岩 田規久 男 ・小林重 敬 ・福 井秀 夫Pa市 と土地 の

理 論』 ぎ ょうせい,1992年,第8章),164ペ ー ジ以下 。

2)田 村 明 「都 市 にお ける土地 の高度 利用」 『ジ ュ リス ト』増 刊総合 特集,No,34,ユ984年3月,

163-164ペ ージ。 詳 細は,小 林重 敬 「日本 の都市 計画体系 と土 地問題 」(岩 田規久 男.・小林 重敬 ・

福 井秀 夫,前 掲書,第6章)を 参照 せ よ。

〆
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かな ってい る8)。 そのか ぎ りで,土 地税制 は都市計画 と相互補 完的な関係 にあ

るものといえる。.

また,土 地 の有効利用 とい うことだけが 目的な ら,事 業 の用 に供 されてい る

土地 を対 象に含め る理由はない し,居 住空 間を拡大す る必要 に迫 られてい るわ

けで もない地方の居住用土地 に も一律 に課税す る必要 もない。 さらに,土 地の

有 効利用 とい うことだけが 目的であれば,幾 人かの経済学者が提 唱 し て い る

「含み益利子課税」(土 地譲渡益税の他 に,売 却 を延期す る ことに よって延納

された譲渡 益税の金利分 を土地保有期間中毎年徴収す る課税方式)4),あ る い

は 「売却 時中立課税方式」(土 地をいっ売却 した として も譲渡益税が 同 じにな

るように,譲 渡 益税の名 目税率 を保有期間が長 くなるほ ど引 き上げ る方式)5'

を事業用土地や居住用土地 に適用す るのも不合理である。 なぜ な ら,も ともと,

含み益利子課税や売却時中立課税は凍結効果 の排除 を眼 目に して構想 された土

地保有利得課税の変形 であるか ら,低 ・未利用地 な らともか く,値 上が り待 ち

で売却 を手控 えてい るわけでは ない事業用土地や居住用土地 にまで,延 納利子

税 を課 した り,保 有期間が長 くなるほ ど重課 した りす る理 由は ないか らである。

このよ うにい うと,事 業用や居住用 の土地に対す る保有税(と くに保有利得

税)に ついて,筆 者 は否定 的な見方 をしてい ると受 け取 られ るか もしれないが,

事実はそ うではない。 ここまでの記述 で筆者が言いたいのは.土 地の有効利用

とい う目的か らい うな ら,保 有利得(含 み益)を 課税標準 とすべ き必然性 はな

い し,事 業用や居住 用の土地にまで一律 に課税す る理 由はない、 とい うことで

あ る。

では,資 産格差の是正 とい う,も う一方 の目的 に照 らした場合,土 地保有税

の課税標準,課 税対象は どうなるのか。 この点でい うと,保 有利 得を課税標準

とす る土地保有税 を事業用や居住 用の土地 に も適 用す ることに対 しては,売 却

3)小 林 重敬 「高地値下 におけ る土地 利用 と土地税 制」r日 本不動 産学 会誌』 第3巻 第4号,1988

年4月,9ペ ージ参照。

4)岩 田規久 男 『土地改 革 の基 本戦略 』 日本経済新 聞社,1988年,240ペ ージ以下 。

5)八 田達夫 『直 接税改 革』 日本経済 新聞社,1988年,135-138ペ ー ジσ

亀
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を予定 しない これ らの土地の保有利得は課税適状 でない との通念 を盾 に して,

経済界や個人,あ るいは一部の法律学者 の間に根強い抵抗があ るのは周知 の と

お りである。含み益税方式が政府税制調査会の審議の段階で選択肢の ひとつ に

挙 げ られ なが ら採用 され るに至 らなか った大 きな理由は,こ うした通念 を払拭

す るに足 る明快 な議論 が保有利得課税論者の側か ら示 され なか った ことにあっ

た と思われ る。

しか し,こ の議論 を明示 するには,「 資産格差」 の指標 を格差発生 の経路に

照 らして的確 に捉 えるとと もに,事 業や居住 の用に供 され る土地 の保有利 得 と,

転 売 目的 で保有 され る土地 の保有利得 との異同 を検討 してみな くては ならない。

それ を踏 まえては じめて,資 産格差 是正 の手段 としての土地保有税の課税標準

は保有利 得でなければな らないのか どうか,課 税対象 に事業用や居住 用の土地

も含 めな くては ならないのか どうかが明 らかになるであろう。

ただ し,こ うした論点 を扱 うに先立 って次の節 では,主 たる対象 を家計に絞

り,1986年 か ら始 まった今回の地価 高騰 の過程 で土地取引,家 計による土地 ・

住宅 の所有状況,土 地の所有 関係 に もとつ く居.庄水準 の差異に どのよ うな変化

がみ られたか を,関 係す る政府統計 を利用 して確かめてお きたい と思 う。 とい

うの も,近 年,資 産格差(こ こでほ土地 とい う資産保有の不均等な分布)が 話

題 にされ る割 には,そ の実態 は ロー レンツ曲線 が ジニ係数 で概観 され る程 度で,

よ りきめ こまかなデータ を用い た.実証 が欠けている よ うに 思 え るか らで あ

る6)。

II土 地所有の分布の不平等 の実態

土地 取 引 の状 況

1986年 以降 の地価 高騰 の なか で土 地取 引 に どの よ うな変 化 が あ った か を,い

くつ か の角 度 か ら調 べ てみ よ う。

6)ラ イフ・サイクル貯蓄と遺産 ・贈与を個人資産分布のふたつの決定要因とみなして,所 得階級
の差異も考慮しながら,わ が国における資産格差の実態を分析した文献として,下 野恵子r資 産
格差の経済分析』名古屋大学出版会,1991年,が ある。
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図1宅 地の個人買主 の所得階層(全 国,件 数)

1986198719881989

国 土 庁 編r土 地 白書 』 ユ992年 版,77ペ ー ジ。

1990年

図2宅 地 の個人買主 の所得階層(三 大都市圏,件 数)

ユ986ユ987

図1と 同 じ。

1988 1989 1990年

まず,宅 地 購 入者(個 人)の 所 得 階級別 の分 布 をみ る と,図1で 示 した よ う

に,全 国規 模 で は年 収500万 円未 満 の買主 の 占め る割合・が1986年 に ほ61%で あ

った のが,そ の後 傾 向的 に低 下 し,1990年 に は45%に ま で落 ち込 んで い る。 逆

に,年 収1,000万 円以上 の買 主 が 占 め る割合 ほ1986年 にば9%で あ っ た が,

聖
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1990年 には18%へ と倍化 している。

これ を三大都市圏でみたのが図2で あ る。 それ による と,同 じ期 間中に年収

500万 円未満 の買主が占める割合が45%か ら30%へ 低下 す る一方,年 収1,000万

円以上 の買主の占め る割合は14%か ら27%へ と増加 してい る。 これ らは件数 ベ

ースの構成比 であ り,面 積ベースないしは金額ベースでみれば,所 得 の上位階

級の シェアは さらに増加傾向が顕著 であった と思われ る。 しか し,上 のデータ

を見ただけで も,三 大都市圏を中心 に したユ986年以降の地価急騰の中で,土 地

購入が可能 な所得階級が急上昇 した事実は充分読み とれ る。

土地購入の主体的条件 の変化 を知 るのに有 用な別の資料 として,建 設省住宅

局 が毎年公表 してい る 『民間住宅建設資 金実態調査結果』 に掲載 され てい る購

入 時期別 の土地購入資金源 のデ ータがあ る。図3は,1990年 中 に住宅 を新築 し

図31990年 に新築された一戸建て住宅の宅地購入時期別の宅地 ・住宅取得の

資金源泉の内訳

…{ 2・575・0[冤

左側:宅 地購入費 □ その他 歴ヨ 不動産売却金

右側:住 宅建築費 借入金 睡 預貯金
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建設省住宅局r民 間住宅建設資金実態調査結果』 より作成。
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た世 帯が要 した土地購入費,住 宅建設費 とその資金源 を,土 地の購入時期別 に

示 した ものである。 それ によると,1990年 に住 宅 を新築 した場合で も,宅 地 を

地価 高騰前の1981年 ～83年 に購入 していた世帯 と,1984年 以降の地価高騰期 に

購入 した世帯 とでは土地購入費 にほぼ2倍 の開 きが生 じてい る7》。 また,1984

年 までに宅地 を購入 していた世帯でぽ,そ の資金源の大半が預貯金 と借入金 で

賄われているのに対 し,1986年 以降に宅地 を購入 した世帯では預貯金 と借入金

の割合が低下す る一方、不動産売却金の割合が20～30%台 へ と急上昇 してい

る。

これ を地域別 にみ ると(但 し,こ の場合は土地の購 入時期 別の デ ータ は 不

詳),土 地購入費 に占め る不動産売却金 の割合 は全国平均 で27.8%で あ っ た の

に対 し,南 関東圏(埼 玉,千 葉,神 奈川の各県 と東京都)で は32.7%,近 畿臨

海 圏(大 阪府,兵 庫県,和 歌山県)で は55.6%に 達 してい る。

こうしたデータは,今 回のよ うな一般物価水準 とかけ離れ た地価高騰 の時期

には,年 々の所得か らの貯蓄 と借入金だけでは住 宅の取 得が きわめて難 しくな

っていた こと,こ の よ うな時期 の宅地購入 の主役は,地 価 高騰で膨 らんだ従前

の宅地 のキ ャピタル ・ゲインを換金 して買い替 え資金 を確保 で きた世 帯であっ

たことを物語 ってい る。

家計に よる住 宅 ・土地 の所有状況

一 口に土地 とい って も,そ の利用形態 は一様 一さはない。対象 を家計 に限定 し

てい うと,① 自己の居住用土地 のみを単数所有す る世帯,② 自己の主た る居住

用土地の外に,セ カン ドハ ウスあ るいは貸家,駐 車場 な ど運用資産 としての土

7)た だ し,正 確 には購 入宅地面 積当 た りの購 入費 を比較す べ きで あるが,上 記 の資 料 には購入 時

期 別の購 入宅地 面積 が示 され てい ない。 そ こで,宅 地 が購 入 され た時期 の分布 を度 外 視 し て,

1985年 か ら1990年 までの 間に新 築 され た1戸 建て住宅 の敷 地面積 の毎年 の全 国平均 を調 べ てみ る

と,254,4m',185.ユm2,188.5皿2,ユ84.1m',ユ96.1m2,278.1m'と な ってい る。 この数 値 か ら

み る と,地 価 高騰時 に建 築 された1戸 建 て住宅 の平均敷 地面 積は高 騰前 よ りも総 じて縮 小傾 向 に

あ った とL・える。 したが って,1m2当 た りの土地 購入 金額 を購入時期 別 に比較 した ら,地 価 高騰

前 と後 との差 は図3で 示 した 以上に拡 大す る可能性が 強い。
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地を所有する世帯，③借家に居住しp それ以外に運用資産としての土地を所有

しない世帯， 16借家に居住しつつ，運用資産としての土地を所有する世帯，に

区分できる。以下では，これら①~④のタイプに属する世帯数の分布と，各タ

イプの世帯聞の住宅，宅地所有規模の差異を入手できた資料にもとづいて実証

してみたいと思う。

5年ごとの調査のため現時点ではかなり古いデータになってしまったがs 総

務庁統計局 W1988年住宅統計調査報告」の全国編には世帯の年収階級別・住宅

の種類別に，二次的住宅(別荘用，通勤用等に使用するために所有する住宅〉

あるいは現住居の他に親族の居住用・貸家用等のために住宅s 宅地を所有する

世帯数と所有面積が示されている。それを構成比と百分率に直したのが表 1で

ある。

とれをみると，持家率は全体で62.7%で，年収700万円以上の世帯では 80%

を超えている。しか L. 全世帯の35%が属している年収300万円未満の世帯の

持家率は48%にとどまっており，年収階級のL、かんで居住形態に大きな差異が

みられる。

次lz，各区分に属する世帯のうちで上で定義したような二次的住宅を所有し

ている世帯の割合を示したのが表 1の太字枠の内側の( )内の数値である。

それによると，当然のこととはいえ，住宅の種類L、かんを問わず，年収が増加

するにつれ，二次的住宅を使用する世帯の割合が増加する傾向がみ bれる。例

えば，年収1，500万円以上の持家世帯の場合，ほほ、4世帯に 1世帯の割合で二次

的住宅を所有している。

そして，表 1の太字枠の内側に示したデ -sから前記の①~④のタイプに属

する世帯の分布を推計すると， タイプ①に属する世帯は約59%(=62.7x(l-

0.06一一以下同じ。)， タイゥ・②f::属する世帯約 4%. タイプ③に属する世帯約

35%，タイプ④に属する世帯約Z:Yoとなる。

しかし，表 1の太字枠の内側1::示したデ -51には，別荘用.通勤用以外の目

的，例えば貸家用や親族の居住用あるいは空家として所有されている住宅，宅
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表1住 宅の種類別

第150巻 第1号

・年収階級別の普通世帯数の分布 と各世帯の二次的

住宅の種類

年収階級(万 円)

300未 満

300～500

500～700

700～1,000

1,000～1,500

1,500以一E

合計(平 均)

以
宅
す

居
住
者
帯

住
の
所
世

境
外
を
る

割 合

1世 帯当た り
当該住宅の総
延べ面積(㎡)

現住宅以外の宅地を所有
する世帯1世 帯当たりの
当該宅地の総面積(㎡)

持 ち 家 公営の借家

17.0(4.2)

18.7(4.7)1

13.0(5.3)

9.1(7.5)

3.6(12.4)

1.4(24.0)

3,4(12)

1.9(1.5)

0.4(3.4)

0.1(5.0)

0.0(7.9)

0.0(0)・

62.7(6.0)5,8(1.5)

10.3

177.2

513.2

0,0

109,ユ

303.9

公団 ・公社
の借家 民営借家

0、6(2.5)

0.9(2.8)

0.5(4.3)'

0.2(9.2)

0.0(22.2)

0.0(22.7).

2.2(3.9)

1,1

112.4

2824

13.6(3.9)

7・6(4・9).

2.4(8.6)2

1.0(15.7).

0.3(22.8)1

0L1(32.5).

25.1(5.5).

4.0

133.1

373.0

給与住宅

0.8(4,4)

1.6(4.5)

1.0(9.6)

0.5(17.6)

0.2(23.5)

0.0(39.8).

4.2(8.5)

119

ユ22.5

305.0

地が含まれ ていない。そこで,前 記の 『1988年住宅統計調査報告』 に 「現住居

以外の住宅,宅 地」 として掲載 されているこれ らの住宅,宅 地を,名 ・世 帯の現

在の住居 の種類別,年 収階級別 に示 したのが,表1の 太字枠の外側 の数値 であ

る。

これでみ ると,現 住居以外の住 宅,宅 地 を所有 す る世帯の割合 と1世 帯当た

りの所有面積は,現 住宅の種類別では持家世帯が借家世帯 と比べてかな り大 き

くな ってい る。 しか し,現 住居以外の住宅,宅 地の所有 をめ ぐる格差 とい う点

では,現 在 の住宅の稚類別 よりも年収階級別 にみた場 合の方 がは るかに顕著 で

ある。 これは年収の上位階級 に属する世帯のなかで賃貸用 の住宅,宅 地や親族

の居住用の住宅 を所有す る世帯が多いため と考 えられ る。 ちなみに,貸 家用住

宅 を所有す る世帯の割合は年収1,000四1,500万 円の階級 で11.5%,1,500万 円以

上 の階級で19.3%と なっている。

とはい え,家 計における住宅 ・宅地の所有 の分布状況 を検証 しようとい うの

であれば,件 数ベースや面積ベ ースのデータに とどまらず,地 価 の地域間差異
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(または住 居以外の)住 宅 ・宅地の所有状況(1988年 調査 ・全国)

(29)29

(単 位=%)

合 計

35.4(3.8)

30.7(4.5)

17.3(8.9)

ユ0.9(8.8)

4.1(136)

1.5(24.9)

持ち家i現住居以外の住宅を嚇 する世帯
1世 帯当たり当該住宅の率1[齋
総延べ面積(m2)

　　 48.1:4.oi

I 60・616・3…i

il9.675.2

83・3:15・of

87.61,23.3

89.81:38.8

125.3

142.0

150.2

168,2

206.3

322.6

・…(・ ・)1(…)・(・ ・).

現住居以外の宅地を所有する世帯

割合 鮨 讃 溜 当該宅地の

5,6…

8.gl

13.31

119・3i

27・61

43.21

376.9

401.5

423.2

481.9

615,1

1,068,3

(1ユ.0)5:

太 線枠 内の()外 の数値 は世帯 分布(百 分 率)、()内 の数値 は二 次的 住宅(別 荘 風 通 勤

用 筆 に使 用す る目的 で所有 す る住宅)所 有 割台 。

ふ だ ん住 んでい る住 居 とは別 の場 所 に ある,そ の世 帯員名 義「現住 居以外 の住宅 ・宅地 」 とは,

の住宅又 は宅 地で,親 族居住 用,別 荘 凧 貸家 用の他,売 却 のた め現在空 き家 に な ってい る.住宅 も

含 む。

総務 庁統計 局 『1988年住宅 統計 調査報告 』,全 国編669^681ペ ージよ り作成 。

を反映 した金額 ベースのデ ータが必要 であ る。幸 い,総 務庁統計局 『1989年全

国消費実態調査報告』 には貯蓄,負 債現在 高に加 えて,実 物資産 であ る住宅,

宅地資産額 も収録 されてい る。それ を再整理 したのが表2で ある。

その際,住 宅,宅 地資産 をどう評価 したかが問題になるが,住 宅資産につい

ては,住 居の延 べ面 積(m2)× 建物 の構 造別1m2当 た り建築単価,で 粗 資産

評価額 を算出 し,こ の評価額に建物の構造別,建 築別 の残価率 を乗 じた金額 を

評価額 としてい る。宅地資産については,敷 地面積(m2)に 国土 庁 『地 価 公

示』 の標 準地 または都道府県 『地価 調査』の基準地 の1m2当 た りの評価額 を乗

じて算出 してい る。

表2は 三大都市圏の全世帯 を,A.現 住居,住 宅地 のみを所有 する世帯,B.

現住居,住 宅地 の他に住宅,宅 地 を所有す る世 帯,C.借 家,借 間世帯で住宅,

宅地 を所有 しない世 帯に区分 し,そ の うちA,Bに 属す る世帯 をさらに,所 有

す る住宅,宅 地資産額に応 じて4区 分 した うえで,各 区分 に属す る世帯1世 帯

当た りの金融 ・実物資産,負 債,純 資産額 をそれ ぞれ示 した ものである。
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表2住 居 の所 有関係,住 宅 ・宅地資産額階級別1世 帯当た り資産 ・負債現在高
一3大 都市圏・全世帯一

＼
＼

住居の所有関係 持家(1戸 建)世帯で現住

住居.;＼ 量薦 宅地の資産のあ

資産 ・負債
現在高(万 円)

皆
)

藤
肝

頒
級

㍉
＼
＼ 、

1黙 ,::識1::1::曜

持家(1戸 建)世 帯で現住
居,現 住宅地以外の資産
のある世帯(B)

貯 蓄 現 在 高 ①

住宅・宅地資産額 ②

耐久消費財資産額⑥

負 債 現 在 高 ④

純 資 産 現在高(①
一←②+③ 一④)

正味金融資産現在高
(①一④)

960

2,403

169

376

1・168!

4,569!

1

212:

514

5,43511

　 鶏::器:
5,000

～

10,000

10,000

以 上

・
世
住
宅
産

い
◎

求
問
で

・
資
な
帯

借
借
帯
宅
地
の
世

3・156[

・529　 ・2,1・912,25313,・37・576

28,995'11,085',12,409ユ7,907154,01918,118

2881,、2ヨ 、。3…377、7773。i

55401857'15681738191011,829
1

9,395}31,202114,16514,301120,911156,496iI.

584165419891,1,695111,541

582

1ユ2

53

641

1,515;2,5271,7471529

世帯㈲の住宅 ・宅地資産額階級区分の:瀾の金額ぽ,現 住居 現住宅地以外の資産の額を表わす。

④の住宅 ・宅地資産額は,現 住居,現 住宅地 とそれ以外の住居 宅地の合計額である。

総務庁統計局 『1989年全国消費実態調査報告』第8巻 資料編 その3家 計資産(1),370-371ペ ー
ジ,374-375ペ ージより作成。

これ でみ る と,A,Bに 属 す る世 帯 のな か で も住 宅,宅 地 資 産所 有 額 のい か

ん で純 資 産額 に大 きな格 差 が あ る こ とがわ か る。 と同時 に,持 家 世帯 の なか の

最 上位 階 級 の世 帯 と借 家 世 帯 との間 で は住 宅,宅 地 資 産 額 を含 めた純 資 産 額 で

実 に107倍 の 開 きが ある こ とが注 目 され る。

土地の所有関係に もとつ く居住水準 の階層性

以上みた ように,自 己の現在 の居住用以外の住 宅,宅 地 を所有 す る世帯 も少

な くはないが,ど の家計 にとって も土地所有の有 無,多 寡 が世帯の居住水準 を

左右 す る基盤であることに変わ りはない。

そ こで以下では,土 地 の所有関係に もとつ く居住水準の差異を検討 してみ よ

うとい うわけであるが,そ の際 には大半 の世帯が属す る前記のタイプ① とタイ

プ③ に対象 を絞 るのが当然 であ る。 もっとも,家 計の負担力 に見合 った家賃 で

世帯用の良質 な賃貸住 宅が供給 され るのであれば,持 家か借 家か で居住 水準 に

固
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開 きが生 じる こ とは ない 。

しか し.例 えば 建 設 省 が第5期(1986～90年)住 宅建 設5ケ 年 計画 で ,計 画

期 間中 で きる限 り早期 に,す べ て の世 帯 が確 保 す べ き居 住 水準 と し て 定 め た

「最低 居住 水 準」(親 子4人 の標 準 世 帯 で い うと,3DK ,居 住 室面 積32.5m2,

住 宅専 用面 積50m')を 基 準 に して,住 宅 の種 類 別 に現 実 の居 住水 準 をみ て み

る と,1988年 当時,こ の最低 居 住水 準 以上 の住 宅数 は,持 家 で91.0で あ った

の に対 し,民 営借 家 では61.5%と な って い る。 東 京 都 の場 合 で い う と,そ の率

は 持家 で85.3%,民 営借 家 では50.6で あ った8)。 この数値 をみ るか ぎ り,持

家 と借 家,と くに民 営借 家 の 間 では居 住 水準 に大 きな開 きが あ る こ とは 否 め な

い。

では、 近 年 の地 価 高騰 の過 程 で,居 住 水 準 改善 の ため の家 計 の住 居移 転 行 動

に どの よ うな変 化 が あ っただ ろ うか 。 それ を確 か め るた め に,5年 ご との 調査

の た め資 料 と して はか な り古 くな った が,建 設 省 住 宅局 『住 宅 需要 実 態 調 査結

果 』 を利 用 して,住 宅移 転 の パ タ ー ンの二期 比 較,つ ま り,1983年 調 査(1979

年1月 か ら1983年12月 の 間 に移転 した世 帯 を対 象 に した 調査)の 結 果 と,1988

年 調 査(1984年1月 か ら1988年12月 の間 に移 転 した世帯 を対 象 に した 調 査)の

結果 を比 較 して,移 転 の パ タ ー ンに どの よ うな変 化 があ った か を調 べ て み るこ

とにす る。

結 果 は表3に 示 した とお りで あ る。 これ をみ る と,持 家→ 持 家 とい うパ ター

ンの割 合 も ユ3.6%か ら11.3%へ と減 少 して い るが,と くに 目立 っ の は借家 → 持

家 とい うパ タ ー ンが21.3%か ら14.6%へ と大 幅 に減 少 して い る点 で あ る。 逆 に,

持 家→ 借 家 とい うパ タ ー ンが6.9%か ら9.3%へ 増 加す る と と もに,借 家 → 借 家

とい うパ タ ー ンが36%台 で横 ば い の状 況 に あ る。

しか るに,表3の()内 の数 値 で示 した よ うに,最 低 居住 水 準 未満 の持 家

か ら別 の持 家 窪 移転 した世 帯 の場 合 は,そ の約77%が 移転 に よって最 低居 住 水

8)総 務庁統計局rエ988年住宅統計調査報告』第ユ巻,全 国編,384ペ ージ,第3巻 その13,東 京
都,98ペ ージ。なお,こ の場合の最低居住水準以上とは,設 備等の条件も満たしている住宅を指

している。
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準 以上 へ と住 生 活 の改 善 をは た して い る。 また,最 低 居住 水準 未満 の借 家 か ら

持 家 に移 転 した世 帯 の約88%も 移転 に よ って最 低居 住 水準 か ら脱 して い る。 こ

.れ に対 し,最 低居 住 水準 未満 の借家 か ら別 の借 家 に移 転 した世 帯 の うちで移 転

に よって 最侭 居住 水 準 か ら脱 したの は44.7%に と どま り,約40%の 世 帯 は移 転

後 もなお,最 低居 住 水準 未満 の居住 状 態 に と どま って い る。

もっ と も,こ うした指摘 に対 して は,世 帯主 の年 齢 の上 昇 と と もに持家 率 も

上 昇 す る とい う事 実,あ るい は相続 に よ って持 家 の取 得 が可 能 な潜在 的持 家 世

帯 が 少 な くない こ とを根 拠 に して,土 地 の所有 関係 に もとつ く現在 の 居住 形 態

は世 帯 間 の居 住 水 準 の固定 的 な格差 を意 味 せず,ラ イ フ ・ステ ー ジの差 異 に も

とつ く居 住形 態 の経 過 的 な差 異 にす ぎない とみ る指 摘 もあ る9)。 しか し,こ う

した ライ フ ・サ イ クル説 には 次 の よ うな重 要 な限定 が 付 くこと を忘 れ て は な ら

ない。

ひ とつ は,か りに相続 に よって持 家 の取 得 が 可能 とは い って も,高 齢 化 が進

めば,被 相続 人が 相 続 までの 問,持 家 以 外 で居 住 す る期 間 も長 くな る。 この意

味 で は,高 齢 化 社 会 にお いて は,相 続 に よ る持 家 取 得 の意 義 を過 大 評価 す るの

は禁 物 で あ り,相 続 以前 の時期 の居住 水 準 に よ り大 きな関 心 を向け る こ とが 必

要 に な って い る と考 え られ る。

また,世 帯 主 の 高 齢化 と と もに持家 率 が上 昇 して い くの は事 実 で,『 貯蓄 動

向調 査 報 告』 の1991年 版 に よ る と,世 帯 主 の年 齢 が65歳 以上 の世 帯 の持 家 率 は

87.4%と な ってい る。 しか し,高 齢 者世 帯 と一 口にい って も,そ のな か には様

々な属 性 の世 帯 が 含 まれ てお り,持 家 率87.4%と い って も,そ う した 多様 な世

帯 の平 均 値 で しか ない。1990年 の国勢 調 査 に よる と,65歳 以上 の親 族 が い る一

般 世 帯 は 全 国 で10,729,464世 帯 で,1985年 の調 査 の と きと比 べ て15,6%の 増 加

とな って い る。 そ の うち,増 加 率 が と くに大 きか ったの は高 齢夫 婦 世 帯(い ず

れ か が65歳 以上 の夫 婦1組 だ け の世 帯)と 高 齢 単身 世 帯 で あ り,増 加 率 は それ

ぞ れ34.5%,37.5%で あ った 。 その結 果,高 齢 夫 婦世 帯,高 齢 単 身世:帯 が65歳

9)田 中一行 「土地税制と土地政策」r法 律時報』第63巻第2号,.1991年2月,30ペ ージ。
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以上 の親族 がいる一般世帯総数 に占め る割合は,そ れぞれ19.8%,エ51%と な

っている。

では,こ の よ うに増加傾向にある高齢者世帯の居住形態は どうな ってい るの

か。上記 の国勢調査 によると,高 齢単身世帯の持家率は62.7%で,65歳 以上 の

親族がい る一般世帯の持家率85.4%よ りもかな り低い。さ らに,高 齢者世帯 の

居住形態 を年収階級別にま とめた 『1988年住宅 統 計 調 査 報 告』 のなかのデー

タをみる と,図4で 示 したように,ど の年収階級 でみて も,高 齢単身世帯 の持

家率は65歳 以上 の親族が いる一般世帯 の持家率 よ りもかな り低 い。 と くに 目に

つ くのは,高 齢単身世帯総数の約54%が 属 してい る年収100万 円未満 の世 帯 の

持家率が37.2%,民 営借家 率が43.7%と な ってい る事実であ る。高齢夫婦世帯

の場合は単身世帯 よ りも総 じて持家率 は高いが,そ れ で も,こ の世帯総数の約

45弩 が属 してい る年 収200万 円未満 の世帯の持家率は51%に とどま ってい る。

しか も,こ れ ら高 齢者世帯は火事や病気 の際 の対応の煩 わ しさ等を理由に民

営借家への入居 を拒否 され た り,契 約の期限切れ を理 由に立 ち退 きを迫 られ る

場合が多いたや,住 生活の不安定 さが著 しい。 だか らこそ,彼 ら に と っ て,

「現在住 んでいる住宅が 自分の家なのか,借 家 なのか,あ るいは借家 で も居住

の安定性が比較的高 い公的住宅か否か」ゆ が重要 な問題なのであ る。

III土 地保有利得税の会計学的考察

一 口に 土地保 有 税 とい って も,課 税標 準 が異 な る固定 資 産税,末 利 用地 税,

保有 利 得税(含 み益 税)等 が あ る。 で は,Hで 明 らか に した よ うなわ が 国 に お

け る世帯 間 の土 地 保有 の格差 とそれ に も とつ く居住 水 準 の 格差 を是 正 す る手 段

と して土 地 税制 を用 い る場 合,採 用 され るべ き土 地保 有 税 は上 の うちの どれ に

な るの で あ ろ うか。 この点 を判 断す るには,資 産 格差 の指 標 を,そ れ が生 じた

経 路 に立 ち返 って明 らか に し,是 正 しよ うとす る実態 に適 合 した課税 標 準 を見

10)小 柳長明 「高齢単独世帯の居住状況とその政策課題」r国 民生活研究』第30巻第2号,1990年

9月,1ペ ージ。なお,高 齢世帯の居住問題を扱った最近の文献として,社 会保障研究所編r住

宅政策と社会保障』東京大学出版会,1990年,と くにその第皿部,が ある。
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極める必要がある。

近年わが国でいわれる「資産格差」という語には，発生経路を異にするこ様

の意味が含まれている。ひとつは，過去のある時点での資産選択の相違から生

じる保有資産現在高の格差のことである。例えば，個人A，Bが1955年に現金

を300万円ずつ保有していたとする。 Aはそのすべてを年利 7 %の銀行預金と

して運用し， Bはそのすべてを土地の購入に充てたとすると， 30年後のAの預

金残高は複利計算でも約2，000万円 (Bが購入した土地が住宅地であったとした

ら，それとの対応上 Aのこの金額から家賃分を控除しなければならないが。〉

であるのに対し Bの保有する土地の資産価値は，この間の全国市街地宅地価

格の上昇率を適用して見積もると約 1億7，550万円となる。つまり，過去のあ

る時点でのA，Bの資産選択の相違が30年後には，ふたりの資産残高に約 8.8

倍の格差を生み出すのである'"この格差はいうまでもなく .AとBが選択し

た資産に生じたインカム・ゲインとキャピj>，レ・ゲインの累計の差である。

資産格差が生じるもうひとつの経路は，購入市価が急上昇した土地を購入し

た時点の差てずあるo 例えば，前節の図 3で示Lたデ-j>を用いておおまかにい

うと，かりに1990年に同じ面積の敷地に持家を新築した世帯C. Dがあったと

し Cは1982年に宅地を取得していたが.Dが宅地を取得したのは1990年であ

ったとすると，宅地購入のためのコストにおいて C，Dの間には， (その聞の

一般物価水準の変動を無視できるとしたら〕ほぼ2倍の差が生じたよとになあ。

つまり，地価急騰のとき，まだ「土地を持っていない人が土地を手に入れるた

めに払う金額に比べて，地価急上昇前に土地を購入しだ人は少ない金額ですん

だとい号こと自体， [世帯の純資産に〉大変な違い」聞をもたらしたことになる

のである。この開差は一般物価水準の変動を無視していうと，当該土地の現在

時価マイナスCが要した購入原価と，当該土地の現在時価マイナ又Dが要した

11) 土地問題研究会・日本不動産研賞所編『土地問題事典』東洋経済新報社， 1969年， 62-63ベー

ジ参照。経済企画庁編「国民生活白書~ 1990年. 27-30-'-/でも同種め試算が示きれている@

12) r経済白書~ 1990年. 401ベージむなお， 石弘光『土地税制改革」東洋経済新報誌l 1992年，
22ベージにも同様の指摘があZ。
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図4高 齢者世帯の年収階級別居住形態
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購入原価 の差 として把握 され る。つま り,C,Dの 保有す る土地 の保有利得の

差が両者の要 した コス トの差,す なわ ち,資 産格差の指標 といえるのである。

この うち,過 去のあ る時点 での資産選択 の相違 に起因す る資産格差は,そ こ

での土地が居住用なのか,そ れ と も処分可能 な運用資産 なのかで評価 が違 って

くる。 とい うの も,上 の例 でい うと,Aが 保有す る預貯金 は随時消費 で きる金

融資産で あるのに対 して,Bの 保有す る土地は,そ れが居住用であ るとした ら,

流動化は考 えられないか,い ったん流動化 されて も同 じ用途 に再投下 され るは

ずであ る。 このよ うに流動性 の点でまった く異質 な資産残高 を比較 してA,B

間の資産保有 の格差 を論 じて も意味は乏 しい。

では.居 住 用 とい う同 じ用途 に充 て られ る土地 を購入す る時点の差 に起因す

る資産格差は どうであろ うか。.この場合 も,居 住 用の土地 とい う点 では流動資
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産(キ ャ ッシ ュ ・イ ソ ・フ 頃一)へ の転 換 可能 性 が な い こ とに変 わ りない 。 し

か し,こ こで 比較 す べ きは キ ャ ッシ ュ ・イ ン ・フ ローで は な く,キ ャ ッシ ュ ・

ア ウ ト ・フ ロ ーであ る。 一 見 して 明 らか な よ うに,同 じ効 用を もつ 土地 を購 入

す るた め にCはDに 比 べ て約 半額 の キ ャ ッシ ュ ・ア ウ ト ・フ 巨一で す ませ る こ

とが で きた の で あ る。

エ ドワーズ=ベ ル は,こ う した使 用財 購 入 の 時点 差 に起 因す るキ ャ ッシ ュ ・

ア ウ ト ・フ ローの節 約 の こ とを 「(実現 可能)原 価 節 約 」(realizablecostsav・

ing)と よ び,そ れ を企 業 会計 上 の利 益 項 目 とみ な した18)。 筆者 な りに解 釈 し

直 す と,CはDと 比 べ て 同 じ効 用 を もつ土地 を安価 な時 期 に購 入 す る こ とに よ

り,土 地 とい う特定 の財 の購 入 に充 て る購 買 力(不 特定 の財 を支 配 す る力 とい

う意 味 で の一般 購 買 力 と区別 され る個別 購 買 力)を1/2だ け節 約 で きた こ とに

な る。 この意 味 で,イ ソ フ レー シ ・ンをつ うじて貨 幣債 務 の弁 済 に充 て る貨 幣

が節 約 され た場 合,そ れ を一般 購 買 力利 得 と称 す るの に準 じて,こ の場 合 のC

に生 じるキ ャ ッシ ュ ・ア ウ ト ・フ ローの節 約 を 「個 別購 買 力利 得」 と よぶ こ と

が で きるで あ ろ う14)。

とす る と,財 の価 格 上 昇 か らは次 の よ うなふ たつ の カ テ ゴ リーの保 有利 得 が

生 じる ことに な る。 ひ とつは,売 却 市場 価 格 の上 昇 に よ る期 待 キ ャ ッシ ュ ・イ

ン ・フ ローの増 加 で あ る。 この種 の保有 利 得 は その 語義 か らして販 売(可 能)

財 に適 合す る。 も うひ とつ は,購 入 市場 価格 の時点 差 と して捉 え られ るキ ャ ッ

シ ュ ・ア ウ ト ・フ ロー の節約 とい う意味 での個 別購 買力 利得 で あ る。 この種 の

購 買力利 得 は その語 義 か らして使 用 財 に適合 す る。 両 者 は直 接 か 間接 か の差 は

あ るが,正 味 キ ャ ッシ ュ ・フ ローの増 加 要 因 とい う点 で は 同 じで あ る。

従 来,一 部 のエ コ ノ ミス トが土 地増価 税 な い しは土 地 含 み益 税 を提 唱 しなが

13)Edgar,0.EdwardsandPhilipW.Bell,TheTheoryandMeasurementofBusinessIncome,

UnversityofCaliforniaPress,1961,p.93.た だ し,彼 らの い う原 価 節 約 とは,あ る企 業 が,

購 入 市 場 価 格 が 変 動 す る資 産 を安 価 な時 期 に購 入 した こ とに よ り生 じる 一 種 の 機 会 利 益 を 指 して

用 い られ て お り,経 済 主 体 間 で の コス ト比 較 を 想 定 した もの で は な い。

M)詳 し くは,醍 醐 聰 「購 買 力 概 念 に よ る 保 有 損 益 の 一 元 的 説 明 」 『会 計 』 第 工42巻 第3号,ユ992年

9月,を 参 照 せ よ。
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ら,売 却 を予 定 しな い事 業 用や居 住 用 の土 地 の増 価 は 未 実 現 キ ャピタ ル ・ゲ イ

ンで あ り,課 税 適状 で ない との通念 を打破 す る 明快 な論 理 を提示 で きな か った

最 大 の理 由 は,彼 らが もっぱ ら宅地 の供給 促 進,凍 結 効果 の排 除 とい う見地 か

ら土 地保 有 税 の あ り方 を論 じた た め,焦 点 が無 意識 の うちに販 売 可能 な土 地 に

のみ 適 合す る,キ ャ ッシ ゴ イ ン ・フ 巨一 と結 び付 い た保 有 利 得 に限定 され て

しま い,事 業 用,居 住 用の土 地 に生 じる保 有 利 得 は それ とは 異質 な,キ ャ ッシ

ュ ・ア ウ ト ・フ ローの節 約 を意 味す る ことが認 識 され なか ったた め と考 え られ

る。

しか し,そ れ な ら,会 計学 界 で は保 有す る使 用 財 の価 格上 昇 を原価 節 約 と し

て認 識 し,利 益 とみ なす こ とが 通説 に な って い るのか とい うと,そ うで は ない。

む しろ,異 論 が 大 勢 でm,エ ドワーズ=ベ ルの エ・ピゴー ネ ソは皆 無 とい って も

よい状況 で あ る。 そ して.こ の異論 の源流 を探 って い く と,ド イ ツ会 計 学 説 に

お け る 「中和 化 」(Neutralisierung)思 考 にた ど りつ く。

例 えば,シ ュマ ー レ ンバ ッハは 『動 的貸 借 対 照 表』 のい わ ゆ る中 版,第7章

「価 格 変動 と利 益 計算」 に お いて,期 間 の変 わ り 目に保有 す る財 の価 格 変 動 を

顧 慮 す るか どうか は,経 営 に おけ るそ の財 の拘 束 の程 度 に依 存 して い る とみ な

した うえで,投 機 目的 で保 有 中の 手持 品や有 価 証 券 は いつ で も市 場 に飛 び出 す

用意 の あ る財 で あ るか ら,時 価 評価 に よ って毎 期,そ の価 格変 動 損 益(投 機 損

益)を 明 らか にす る充 分 な理 由が あ る とみ な した 。

しか し,拘 束 手 持 品や 事 業 用の土 地 はい つ で も市場 に飛 び 出せ る財 で は ない。

そ こで彼 は,こ う した経 営 拘束 財 は期 末 評価 に あた って,期 首 に その 同量 が 帳

簿上 で付 され た の と同 じ価 格 で評価 して,こ れ らの財 の価 格 変動 損 益iを損 益 計

算 か ら遠避 け る よ う主 張 した ので あ る16》。

ま た,シ ュマ ー レ ンバ ッハ に もま して会 計 測 定 上 で 「投 機」(Haussespekula-

tion)の 要 素 を重 視 し,「 財 の あ らゆ る購 入 は経 済概 念 的 には価 格 騰 貴 へ の投

15)日 ・米 に お け る異 論 に つ い て は,醍 醐,同 上 論 文 を 見 よ。

16)F.Sch【nalenbaeh,DynamischeBilanz,4AuRage,1926,S.216.
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機J'引を意味するとみなしたマーノレベノレグも，拘束手持品や事業用の土地は通

常は企業の解散のときまで処分されることはなしこれらの財の購入に関わる

投機は継続企業においては完了することはないとして，シュマーレンパッハと

同様，同じ評価額で当期から次期へと通過させる処理，すなわち，中和化こそ

が正当であると主張した18)。

しかし，シュマーレンバッハが時価ベースの減価償却費累計と原価ベースの

減価償却費累計の差額を収容する勘定として用いた設備財の「時価償却調整勘

定J(Ausgleichskonto fur Zeitwertabshreibungen)を号[，、て L、うと，彼l土ζ

の勘定の残高が貸借どちらにあらわれるかで過去の設備調達が有利であヮたか，

不利であったかが示されると理解した山。シュマーレバッハのそうした理解は，

市場価格が変動している設備財をいつ購入したかで原価に差が生じるという事

実に彼が着目していたことを合意している。だとすれば，使用財の価格変動損

益と，，~，売却市場価格の変動による期待キャッシュ・イン・フローの変動を指

すのではなく，やはり，ある企業が過去に経験した購入原価と，その財をいま

購入するとしたら要する購入原価(購入時価〕の差額として捉えられるキャッ

シュ・アウト・フローの節約を意味することになるのである。

にもかかわらず，使用財の価格変動損益〔保有損益〕の認識の可否を，sR売

財の場合と同様に，当の財が市場に飛び出す用意があるかどうかという見地か

ら判断しようとしたシュマーレンパッハの見解は，使用財の価格変動損益の本

質に関する彼自身の理解と論理一貫しないものであったといわなくてはならな

い。同様に，事業用土地に関わる投機は解散または処分のときまでは完了しな

いとして，この種の財の価格変勘を損益計算上で殺菌する (abtoten)ことを主

張したマーノレベルクの見解ふ使用財の保有利得が購入市場価格の変動のみを

基礎とし，売却・処分という将来事象と無縁である点を的確に認識しない謬見

といえる。

17) W. Marlberg， Der Tageswert in der Biianz， 1925， S. 30 

18) Ebenda， S. 31. 

19) Schmalenbach， a.a.O.， S. 186 
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表4持 家世帯1世 帯当た りの住宅建築時期別
一 勤労者世帯一一

建 築 時 期

高

高

の

高

収

取

在
声

¥

¥
�

N鞭
響

郡

貯

負

純

貯

負

1981年

以 前

14,542

2,433

2,123

12,110

1.80

0.30

1982年

11,128

6,026

5,631

5,102

1.39

0,75

1983年

10,273

8,558

7,958

1,716

1.16

0.97

1984年

11,130

11,092

10,892

38

1.21

1.20

1985年

12,321

7,326

7,114

4,995

1.42

0.85

総務庁 統計局 『平成3年 貯 蓄動 向調査報 告』121ペ ージ よ り作成。

ただ,こ の ように事業用あ るいは居住用の土地 の保有利得 自体は過去 のキ ャ

ッシュ ・アウ ト・フローの節約 を意味 し,将 来のキ ャッシュ ・イン ・フ ロー と

結び付 くものでは ない として も,当 の保有利 得に課税す るとなれば,納 税 にあ

た って当然キ ャッシュ ・アウ ト・フ戸一が問題になる。 しか し,か りに この意

味で事業用 あるいは居住用の土地 の保有利 得の課税適状性が問われ るとして も,

これ らの財の保有利 得 をもつ家計 は表4で 示 したデータか らも窺 え るように,

節約 されたキ ャッシュ ・ア ウ ト・.フローの うちの相当部分 を金融資産 として保

有 しているのが通例 である。 したがって,納 税面 でのキ ャッシュ ・フロー問題

を過大視す る必要 はない。ただ,例 えば,大 都市圏で多額の含み益のあ る土地

に居住 はす るが年収はわずか な高齢世帯 もある。 これ らの世帯で保有利得税 の

納税資金が不足す る場合は,相 続時まで延納 を認 めて よいであろ う。

なお,こ れ までは居住用土地の保有の分布 の不平等,な らびに取 得の時期 の

差異 に起因す る資産保有の格差 に着 目し,そ の格差の指標 といえる保有利得 を

課税標準に した土地保有税 の意義 を再分配政策の見地か ら論 じて きた。 しか し,

Hセ 示 した多 くのデータによれば,居 住用 以外の土地の保有 のほ うが,所 得水

準 とよ り高い相関性を もって,一 層不平等に分布 してい る。 そ こで,こ れ ら運

用資産 としての土地の含み益 を累進税率構造 の所得税の課税 ベース に算入 し,
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貯蓄，負債，純資産現在高
単位千円

1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年

8，678 10，922 9，140 10，736 6，662 8，578 

6，484 8，797 10，714 14，901 13，610 15，801 

6，401 8，416 10，508 13，673 13，366 15，780 

2，194 2，125 -1，574 4，165 -6，948 -7，223 

1.26 1.43 1.21 1.29 0.85 1.09 

0.94 1.15 1.41 1.79 1.74 2.01 

その税収を良質な賃貸住宅建設への低利融資，民間賃貸住宅の買い上げ，劣悪

な民営借家に滞留しがちな低所得世帯への家賃補助に充てる再分配政策を採用

することが考えられる。そうした再分配政策は，ストック保有の格差拡大が懸

念、される現代社会において垂直的公平を復元させるうえで，きわめて意義深い

ものといえるのであろう。

本稿で利用した資料の調査，入手にあたっては，東京大学経済学部資料掛の日森羨

佐代様と下村恵美子橡に多大な協力を得た。厚くお礼を宇し上げる。


